
(総則)

第 1条

(役員報酬)

第 2条 本法人の役員に対する役員報酬は、当面の間、支給しない。

(改廃)

第 3条 この規程の改廃は総会の決議を経て行う。

(補足)

第 4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は理事長が別に定める。

附則 この規定は平成 30年 2月 11日 から施行する。

特定非営利活動法人 環の会 役員報酬規程

この規程は特定非営利活動法人環の会 (以下、「本法人」という)の定款第 19条に

基づき、役員に対する報酬の支給に関して基本事項を定める。



特定非営利活動法人 環の会 職員給与規程

(目 的)

第 1条 この規程は、NPO法人環の会 (以下「当会」という)の事務局職員 (以下「職員」

という)の給与等に関する事項について定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、職員として採用された者に対して適用する。

(給与等の定義)

第 3条 この規程で給与とは、労働の対価として職員に支払われるものをいう。

(均等待遇)

第4条 職員の国籍、信条、又は社会的身分を理由として、給与において差別的取扱いをす

ることはない。

(給与の決定)

第 5条 給与は職員の勤務形態に応 じて、理事長がこれを定めるものとする。但 し、決定後、

理事会に報告するものとする。

(給与計算期間及び締切日)

第 6条 給与計算期間は、毎月 21日 から翌月 20日 までとし、 20日 を締切日とする。

(給与の支払日)

第 7条 給与は毎月 25日 に支払う。但し、支払日が日曜日のときはその前々日、土曜日・

祝日など銀行が休日のときはその前日に支払う。

(給与の支払方法)

第8条 給与は、職員が指定した本人名義の預貯金日座へ振り込むことによつて支払う。但

し、職員が希望した場合は、通貨によつて直接本人に支払う。

2日座振 り込みを希望する職員は、所定の手続きにより、給与の振 り込みを受ける預貯金

の日座を当会に届け出なければならない。

(給与からの控除)



第 9条 給与の支払いに当たって、次に掲げる各号のものを控除する。但し、パー トタイム

職員については、法に規定されているものに限り控除する。

(1)給与所得税及び住民税

(2)健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料

(日 割単価・時間単価の計算及び端数処理)

第 10条 日割 。時間単価は、理事会がこれを定めることとする。

2遅刻・早退の時間計算は、30分単位で行うものとし、その端数処理は次に掲げる各号

のとおりとする。

(1)30分 以上の遅刻及び早退があった場合は、30分単位で給与減額を行う

(2)30分 以下の遅刻及び早退は30分 とみなす

(3)遅刻及び早退の合計時間が 1時間に達したときは、 1時間に達した当該月の給料か

ら時間給与の減額を行う

(4)その他、本規程に定めのない事項については、各関係法令の例により、理事会がこ

れを定める

(時間外・休日勤務手当て)

第 11条 時間外・休日勤務を命じた職員には、理事会で定めた手当を支給しなければなら

ない。

2前項の分単位の時間外・休 日手当の支給は、前条第 2項の例によるものとする。

(交通費)

第 12条 職員の交通費は、実費を支給するものとする。

(非常時払い)

第 13条 当会は、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合の費用に充てるため、職員の

請求により給与支払日前であっても給与計算期間のうち既に働いた日数の給与 を可及的

速やかに理事長の認めるところにより支払うことができる。

(1)職員の出産、疾病に伴 う費用及び災害を受けた場合の費用

(2)職員の収入によつて生計を維持する者が出産し若しくは疾病にかかり、又は災害を

受けた場合の費用

(3)職員若しくはその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡したときの費

用

(4)職員又はその収入によつて生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以



上にわたって帰郷する場合の費用

(5)前各号のほか、やむを得ない事情があると理事会が認めた場合の費用

(退職時の給与の支払)

第 14条 職員が死亡し、又は退職した場合の当該給与計算期間の給与について、第 7条の

規定にかかわらず、本人又は遺族から請求があった場合は、未払いの給与を7日 以内に支

払うことができる。

(遺族の範囲)

第 15条 死亡退職により給与を支払う場合の遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行規則

第 42条から第45条における相続権者及び相続順位とする。

(有給休暇の取扱い)

第 16条 労働基準法に則り年次有給体暇を認める。

(業務上疾病等による休業の取扱い)

第 17条 業務上の傷病又は通勤災害により休業した者は、労働基準法及び労働者災害補償

保険法の定めによつて保険給付を受けるものとする。

2その他本規程に定めのない事項については、各関係法令の例により理事会がこれを定め

る。

(休職期間中の取扱い)

第 18条 職員の休職期間中は、原則として給与を支給しない。

(昇給)

第 19条 職員の昇給は、毎年4月 1日 に行うこととし、年度当初に理事会がこれを定める。

但し、当会 の運営状態によつては行わないことがある。

附 則

1 この規程は平成 30年 1月 10日 から施行する。



2第 5条第2項 (給与)、 第 10条 (日 割り単価 。時間単価の計算及び端数処理)、 第 11
条 (時間外・休日勤務)の規定については、当会の経営状態を勘案して、年度当初に理事会

がこれを定めることができる。



書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載した書類

法人名 特定非営利活動法人 環の会 事 業 年 度
H31年 1月 1日 ～

Rl年 12月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

借 入 先 金    額

該当なし 円

円

円

円

円

′ヽ
ロ 計 円

(3)その他

該当なし

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 1,675,Oα)円

賛助会員受取会費 13,00()円

受取寄付金 3,976,851円

受取補助金 4,183,0(X)円

事業収益 15,301,9(Ю 円

受取利息 888円

雑収入 140,608円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 25,291,247円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応しています。以下同じです。



(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

シンポジウム報告書 800円 会員には無料にて配布

円

円

円

円

円

円

円

円

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

説明会参加費 (1回参加) 4,Oα〕円 説明会参加者

育て親希望者研修 (1回参加) 55,000円 研修会参加者

育て親候補登録 38,000円 有効期間 1年

講演謝金 10,000円 個別見積

円

円

円

円

円

2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の議渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ



第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引
イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

1,375,Oα)円 特別養子縁組事業収益

1,350,Oα)円 同上

1,350,Oα)円 同上

1,350,0(Ю 円 同上

1,350,0(Ю 円 同上

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

2,182,615円 役員兼務職員給与

1,368,000円 事務所賃借料

968,220円 通信機器 リース・保守

654,αЮ 円 弁護士顧問料

630,800円 ウエブサイト保守

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 讀渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円



4 寄附者に関する事i項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する書附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

5人 5,678,249円



支出年月 日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

該当なし 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
その実施日]

実  施  日 使 途 金   額

該当なし. 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



法人名 特定非営禾1幡動法人 環の会 チェック用廂

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び根簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金餞の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

(注 1)

0主 2)

各欄の人数等Iよ 第3表付表1「役員の状況」から転配してください。

③及び3については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してくださしヽ

ロ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷⑥

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

(④■③

① ② ③ ④ ⑤

④ 31年 1月 1日～1年 12月 31日
5人 0人 0% 0人 0%

(D 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

名イ上員の表決権が平等である ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

日し ｀

いいえ

はい

いいえ

書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表 ) (市

"D

(注意申①

・ 認定基準等チェック表 (第 3コIIよ 法第騎条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類Dの提出時においても記載及び添

付する必要力tあ ります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

ノ

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

CL二当」菫菫E墜Q奎L_菫ヨ塑」区四聾菫国堕ヒ』璽題菫g墾墨1」□日L二⊆ユニL

項
曰

【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申罰郭申

会計について公認会計士又は監査法人α瑠認曽を受け

ている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

Itl, \

t, \[ \.:L

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の田録及び帳簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行つている

匝 ]

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

【 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有・国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

∝意中①

認定の有効期間の更新の申請に当たつては 法第

“

彙第1項に基づく書類 (役員報酬観程崎提出書順)に配載した事項について、改

めて配載する必要はありません。

「認定基準等チェック 3

○ 二において、「費途が明らかでないもの」と|よ 法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明ら力ヽこしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「0～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、r②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「〇」で囲みます。
「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

:ま 「定款 (又は会員0第○条に『各正会員の表決権lよ 平

等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」相には証する書類の内容を文言のと

おりに講 します。

,\o*l 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「①」から l①」について:よ イに訪 る各期間

(『0」 から「①」)を示したもので九

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はし上

に
'○

」した場合には監査証明書を添

付してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の設

び隈簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「はしり に fo」

した場合には、第3表付表2「帳簿組

塾2型コ_を調理塑壁L二笠塾L
二の各欄 該当する一方を「0」 で囲みます。

なお、「0」 から「①」については、イに證臓する各期間

(r③」から
'①

」)を示したものです。

記載要領の補足

はい

匝∃



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第3表付表 1

法人名 特定非営利活動法人 環の会 ① ⑥ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

役  員  数 5人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
競饉・退任

年月日

星野 寛美

正木 庸子

関 知佳子

前田 明子

遠藤 周一郎

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

H12.4.25.

就任

I{22.9.14

就任

H28.3.26

就任

H28.3.26

就任

H30.3.26

就任

監事

監事



法人名 特定非営利活動法人 環の会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳
会計ソフト(JDLIBEЮ

使用 ルーズリーフ
随時 7年

現金出納恨

手書きノート

随時 7年

小口現金出納帳
手書きノート

随時 7年

振替伝票
単票

随時 7年

仕訳日記帳
会計ソフト(JDLIBE0

使用 ルーズリーフ
随時 7年

給与台帳

ルーズリーフ

税務申告ソフト使用

月 1回 7年

書式第9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況 第3表付表2

(配載要1傾
)

「伝票又は帳簿名」楓は、例えば「入金日馳、「出金伝票」、「振日国駒、|』證出1‖山、「総勘定元帳」などのように欄 します。

「左の根簿等の形態」欄は、「単票」、「′レーズリーフ」、「装T帳簿」などのように配載します。
. 「調帳の時期」相は、1凛時」、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。
.認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出|口順)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (柳D

法人名 特定非営利活動法人 環の会 チェック欄

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又感給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

当法人との間の資産の議渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財

産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申罰中寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有・困 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有・国 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

有・国 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有・ 無 有 ・ 無

イ

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申ヨ部寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する輌酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有・国 有・無 有。無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその議渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の機渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の議渡等に関して特別の禾I協Lの供

与の有無

有・□ 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有・国 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有・国 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無 有・無

∝意1申⑤

・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬観濯等提出書類)の提出時においても配載

及び添付する必要があります。その場合、曜 定礫闘け ェック表 第4表 (爽Ю」(′ 薇

`二
)の1固曖び添付の麟郵まありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

レ



法人名 特定非営利活動法人 環の会 チゥ ク欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報自申瞑 役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議濃等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

レ

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図田覧に関する細則 劇素頗日D等がある■合には、その細則 劇́ 顔■D等を添付してくださし、

同  意

□ しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借矧碓な 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した誦D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写υ

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは1都仕者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並dこその寄附金の額及

…

月

日

⑥ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の絡順に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額適酬こその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所帽庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表 )

C減抑

・ 認定基準等チェック表第5表は、法第55条第1項に基づく害順 (役員報酬規濯暉提出書寿Dの提出時に記職及び添付する必要

があります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 髄り贈申指嚇人環の会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後 1年を超える期間が経過し

ていること

た ック欄

事業年度 月  日～ 月  日 設立年月日

(】嵐日脚D
・ 法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規層専提出書類)の提出時に当たっては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8!D

Iよ 配載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申睛に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記職の必要はありません。また、法

第55条第 1■に基づく書類 (役員報酬朗程等提出■臓Dに口載した事項について、改.めて配載する蝙熙まありませ.ん
。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック11

特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑮ ◎ ① ◎ ①

有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ヽ 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7法 令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

ノ

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何ら力y)利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7配)|よ 法第5条第1項に基づく書類 (役員1輌酬規種専提出書類Dの提出時に配載及

び添付する必要があります。

③ ⑤ ◎ ③ ◎ ① 申 請 時

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営禾I偏働法人 環の会 チェック欄

認定、特例認定又は認定の有効期間の1更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され
た場合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前1年内に当腋認定特定非営利活動法人又は当該特
例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは曇力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、
罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

二 暴力国の構成員等∝2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過tない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4国 税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

庭L」幽日睡堕菫』菫堕 g堕菫L盟皿Z麗拠 2菫重堕1三LL_団墜囲狙 L量自睦壁二
=位

壺量旦」コ國壁コE量ILl董⊆と生L菫」墾
L目墨壺道歴墨知壺二」壺堅理」退盆L重」壺遥里■』圏理堕出』望理堕コ堕」ヒ塑韮堕望堡壁曇己星」1)。

5 日税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定チ1増氣膳動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営和括動法人が特伊認定

を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当赫

定非営稲 動法人又は当該特囲 1定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非増

"慟
題筐法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処嗣法の罪を犯したことにより、又は国税若しく1測地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有・園

つ
¨ 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・ 回圏

（
● 定款又は事業計画書の内容が法令等に達反している法人 は い

。

０^ 次のいずれ力ヽこ該当する法人

暴力団 は い
。

暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 は い ・

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しな帖 人
いいえは い ・

書類

添付

認定、特ケ1厠定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上董墜塁」墨二重」雪型,塵[豊量望堕L堕」壼1±≧l菫」上量塵肛塑書

[量の4⊥ 並dこ因睡理壁嘘塁菫!菫塑型旦亜望!壼」塾L堕壼壁生重塑
=墨

塾堕墜≧壺整国壼國延園菫堕壺韮日|ヱ塁型生__
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬槻程等提出書には添付不要

０̈ 国税に係る:重力C算税又は地方税に係る動 暉:金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・ 回盟

レ

イ

,■1

出
|

ロ

ハ

しヽ




